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C 1 J 米ソ核緊張緩和の進展一一戦略兵器制限交渉

C 1 J 

大戦後の革命的な核ミサイノし兵器運搬手段の出現は，全人類において核

戦争の脅威をもたらしたこと，特に米ソ間の核兵器軍事技術の進歩(核兵

器競争)は，際限のない悪環境であって，相手に対する恐怖の方が相互に

絶滅するかもしれないとゅう恐怖は大なるものがあった。この核恐怖に対

して，戦略核戦力軍縮提案が繰返し試みられてきたc1} また，一般的か

っ包括的な戦略兵器体系の軍縮も失敗に終っていた己戦略兵器体系制限の

提案をめぐ、って，これまで進歩がなかったことは，兵器の運搬手段の生産

1 )次頁へ，;己すn
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及び展開と技術革新の競争が何の制約も受けない状態にあることを意味し

てL、たO 特に1960年代に入ってからは米ソの戦略関係が「相互抑止」及び

「相互確実破壊」はーーすなわち「恐怖の均衡」と Lづ形で安定2)してい

ると考えられていたからである C

この時代の米国戦略は， ソ連よりも核ミサイノしの「量Jでまさってい

た3) が，しかし，米ソ間に核戦争が起れば，両国とも確実に破壊を受けえ

る，そこにバランスが成立していたとみなされた。ところが， 1960年代後

半に入るとこれまでの状況は変化しはじめた。すなわち，核兵器軍事技術

の急速の進歩が米ソ両国間の戦略パランスを再び不安定なものにする恐れ

が出て来たので、ある 04}

それは， 大陸開戦力部門 (ICBM=大陸間弾道弾ミサイノレ IntercontI-

1 )米ソ戦略核戦力軍縮については，特に，①米国の核優位の立場から「原子力エ

ネルギーの開発と使用のすべての段階」の「国際化」を提案した1940年のパルーグ

提案，②大気圏を使用する武器，すなわち弾道ミサイルの開発停止を訴えた1958

年 1月12日のアイゼンハワー米大統制の提案，1960年代前半において，③戦略戦

力の定率削減を骨子とする米国の全面完全，*:縮協定案 (1962年)④それに核戦略運

搬手段の水準の「凍結」を訴えた1964年の米国提案を上げることが出来る。

これらの米国提案に対しで，ソ連は関心を示さなかった。その変りにソ連の諸提

案については，外国軍事墓地(東欧におけるソ連の軍事施設は基地と呼ばれない)

とすべての爆撃機の撤廃，核兵器と運搬手段を全廃するとか，米ソ同数の小規模な

ものに削減することを骨子とする「全面完全軍縮案Jであった。米国はこのいずれ

の提案にも関心を示さなかったので、ある。

Thom?$ B. Larson， Disarmament and Soviet policy， 1964-1968 (軍縮とソ連の

政策k鹿島平和研究所訳 p.165-1660 

2) Thl)mas B. Larson向上書， p. 1660 

この支定は，ソ連において，核の導入と植民地解消による国家間の体制の変化に

伴なって，漸次，世界一級の軍事国家として頭角を現わし始めていたからである。

1970年2月3日，ソ連に関するキッシンジャー国務長官のサンフラネシスコ演説。

3 )キューパ危機を迎えた1962年の時点で，アメリカは戦略ミサイルにおいて25対1.

戦略爆撃機においても 3対 1，海軍戦略においては全面的な対ソ優位を保ったし，

ヨーロッパの地と兵力もほぼ均衡を保っていた。国際問題資料，1970年3月号， p. 

52.外務省情報文化局。

4)高坂正尭，第2次大戦後における緊張緩和政策の変遷， p.64.参照。京都大学法

学会，法学論叢第96~ョ
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nental Bullistic Missile. SLBM = ~衿水舵発射弾道ミサイノレ Submarine

Launching Bullistic Missil及ひ、長距離戦略爆撃機)の精度が著しく増大

し始めたこと，ソ連が弾道弾迎撃ミサイノレ(ガロツシュ AB M) Anti-Bul-

listic Missileであった。5) この二つの技術発展は米国によって戦略核兵器

を制限する提案をなさしめたので、ある.戦略核兵器交渉 StrategicArms 

Limitation 以後 SALTと呼ぶ)は1967年 1月27日にソ連に対して公式に

提案されたoB)

しかしその前年の12月にラスク米国務長官は(主なる 5項目の理由をあ

汗て)米ソ聞のABM競争の患、かなることを述べて，ソ連政府に対してそ

の配備を思い止まるよう申し送られていた。7) 1967年 1月27日にジョンソ

ン米大統領がコスイギンソ連首相に宛書簡とゅう形でABM展開中止を直

接呼びかけた08)

コスイギンソ連首相は，同年 6月グラスボロ米ソ両首脳で「われわれが

検討しなければならないのは，軍縮問題総体すなわち攻撃兵器と防衛兵器

5 )マクナマラ米国防長官の公表されたモスクワのABM配備は，すでに建設開始以

来2年以上も経過していた。しかし実践配備にはなっていなかったと述べてしる。

この公表は1967年 1月， ABM配備のための「臨時」資金支出を議会に要請した直

前であった。レーモンドL.ガーソフの論文， SALT and Soviet Miltary. (SAL T 

とソ連軍部)p. 18.世界週報1979年6月10日号。

6) Willian P. Lineberry， The United States in World A百airs，1970.鹿島平和研

究所訳， (世界情勢と米国)p. 85.鹿島研究所出版会。

7)久住忠男， SALTの実質的前進， p. 41.世界週報， 1971年6月22日号。

ラスク米国務長官のその主なる 5項目とは

① ABM配備が 3~5 年後には完了するとその体系は旧式化する。

② ABMによる防衛は本来都市と住民を守るためのもので，地下サイロにある

ICBMはほとんど破壊できない。

③ すぐれた自動誘導レーダ一回避装置を備えた改良された攻撃装置の出現は， A

BM体系のいかなる進歩も帳消しにする。

④ 核兵器体系の凍結に失敗すると，軍備競争が激化し，現在有望祝されている核

拡散防止条約の成立にも悪影響を与える。

⑤ ABM開発[土地下核実験の必要性を増す。一以上の申し述べであったっ

8)国際時評， 1970年3月号， p. 34. 
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(ソ連はABM体系を防衛!兵器と考えている)との両方の廃止である o A 

BM体系の問題を軍縮問題全体から切り離して考えることはできなし、」と

述べ，上記の回答を示した09)

すなわちソ迫の回答は，留意、に11立するとして --J，ιは拒否しなかったもの

の:真剣な交渉の開始，または，最少限の抑止用「核のカサ」への以方の側

による徹底的削減(これより先にソ連がジュネーフ‘で、提唱した構惣)，完

伝上の受け入れへの後退のどちらの道へも選択自由を残しておくような言

葉で表現されていた010) その後ABM制限問題は，ソ連側においてアメリ

カの再三の要請にもかかわらず一向に実質的討議の開始合意を指さなかっ

たO

しかし， 1968年 6月にグロムイコソ連外相がソ連最高会議で「アメリカ

に話し合う周忌あり」と言明jして， 討議(SALT)を進めることを発表し件

たのは同年 7月のことであった。ソ連のこの発表における基本的動機は，

技術革新によって米ソ間のストランテイジック・パランスの可能性が生じ

たのに対処することであった。11)

米ソは SALT開始 (9JJ 30日開去の予定)に介怠されたのであったが，

その一ヶ月後に，ソ連のチェコ侵入事件，次いて，アメリカにおけるニク

ソン新政権の登場及びアメリカの軍事政策と SALTに関する立場を再検

パするとゅう同政権の決定，その他の遅延要因の結果， SALTの実際の始

まりは，一年以上の年月の経過を必要とした 1969年 1月にニクソン米大

統領、が「対決の時代から交渉の時代へ」を外交政策とすることによって，

また，この問題のイニシァチブを取ることになった。同年 2月，政府関係

9 )調査月報， 1972年10月号，内閣官房内閣調査室， )f(縮問題の現段階， p. 3.攻撃

用核兵器については， 1964年1月ジョンソン米大統前が「現状凍結」案を提唱した

が，ソ連はこれに対して，グロムイコは米ソ両国とも戦略兵器を「一定数にまで削

減」するパリティー案で対抗している O その後の数年間に米ソの攻撃用核兵器保有

量は事実上バリティー状態になったため，アメリカ案もソ連のグロムイコ案も軍縮

案と Lては窓味を失っている。久住忠男，前提書， p. 42 

10)レーモンド L.ガーソフ，前掲，P;， p. 17. 

11) ¥Villian P目 Lineberry，lIij掲;号、 p.町.
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者がドフ、ルイニンソ述駐米大使に対してアメリカの¥'，:場を説明jの後，同

年 6月19日にニクソン米大統領が SALT を開くようソ連に正式に提案し

たコ

これに対し， ソ連の正式受諾は10月20口に同意-11月13日からヘノレシ

ンキで予備交渉一一1970年 4月16日ウィーンで聞かれることに至った。12)

1968年 9月30日， SALT開会という H取が決ったころ，アメリカの戦略

的攻撃戦力水準l工「表で示されるようにず、っと前から横這の状態にな

っていたのに対し，ソ述側では，サイロで保護された最新式 ICB~I の増強

が，包ヒ、ゾヂで進んでおり，最新式 SLBMの生車計画も進行中であったゥ

表 1 英l司戦略研究所.軍事力バランス. 1975~197tì 
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したがって最初に提案された当日守の状況とは著しく対照的に一一-1968

年，アメリカは ICBM1054基， SLBM 656基，長距離爆撃機 545(表 1) 

を有していたョ これに対し，ソ述は， *ii攻用の ICB:VI約 800基， SLBM 

130某，長距離爆撃機 150(表 1)を有 L ，建設~j 1の追加IICBM及び SLBM

12)高坂E尭，同掲吉， p. 66. 
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発射装置を計算に入れると今やミサイル発射装置の数量の上で米ソ二国間

の戦略的戦力体系は均衡上においてパリティーを事実上保証する程度にま

で進んでいたっアメリカが SALTを2、がねばならなかった主要な理由は

次のごとくである C その一つには， ソ連の戦略核兵器，とくに ICBMの

配備数が急ピッチに増加し， 1969年(表 1の1969年を見よ〉をもってアメリ

カの ICBM兵器の発射台数とほぼ同保有量に達し，しかもその中には

SS 913) と呼ばれる超大型ミサイルが含まれ，その配備数も 200茎を突破

していることが明らかになったからである O ソ連が SS9ミサイノレを保有

していることは，アメリカの第2撃抑止力であるミニットマン ICBM基

地に大きな脅威を与えることとなった。14)

このためアメリカは大部分の防衛を主目的としたセンチネルABMブラ

ン叩を厚亮E止一一一新たに ICBM基地の防衛に1"セ一ブガ一ド」と呼ばれる

大規模なABMフラン S匂afおegur吋dp凶la叩nに着着-手している CJf1凶6

その二つには，米ソの緊張緩和への動きが，両同問のストランテイジ、ソ

ク・パランスを安定させるという必要だけからではなかった。

まず，第一に，アメリカ国防政策が世論から離れる傾向を持ち始めた己

すなわちセンチネルABMプランが大都市周辺に iサイノL基地を設置する

決定一一これが都市住民に不評判であった 17)

第二に，ベトナム戦争への介入 4年を経過し，いまだ終結の曙光さえ見

13) SS 9 (SCARP)は1967年革命記念日のノえレードに始めて出現した全長が約36メー

トルもある大型 ICBMで射程約12，000キロ， l}i一弾頭の場合20~21 メガトンを持

っと云われる。

14)調査月報，前掲書， p. 41 

15)このプランは1967年9月に配備決定がなされ，このときの目的は中共の核開発に

対応することが主眼点であった。久住忠男，前掲書， p. 41. 

16)このプランは，①ソ連からの直接攻撃に対してミコットマン基地を防衛する。三

10年内に中共が敢行できる核攻撃からアメリカ国民を防衛する。:])¥，、かなる国から

の偶発的な攻撃の可能性にも対応するとゅう 3つの目的が上げられる。久住忠男，

前掲書， p. 41. 

17)都市住民の不評判とは， ABMが発射されると，ミサイルの打殻が密集地域に落

下し人員に殺傷する恐れがあるとゅうものであった。調査月報，前掲書， p. 4. 
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えていなかったっそれに，政府の軍事政策の不徹底を指摘する強硬派の反

対も含むものであった口18)

これまで米国の政治は，外交を政争の具としない立場から，外交政策は，

超党派で進めることを伝統としてきたと云われるのが，ベトナム戦争介入

を経てこの原則ほ完全に崩れ去ったと云える O それがためかアメリカのベ

トナム戦争介入は，アメリカ人の自身への正しさと力への自信を揺がせ同

内を混乱させていたc またそれは，アメリカ国内でインフレーションを引

き起し，輸入を増加さし輸出を鈍化させることによって国際収支を悪化さ

せドルを弱めていたo そして軍事的な勝利でベトナム内戦を解決できない

ことが明白であったが，然りとてアメリカは敗北をもって撤退することは

できなかった。すなわち「名誉ある平和J のために政治的努力が必要であ

ったので、ある J それに加え，いわゆる産業複合体への一般国民の反感も強

くなりつつあったコ19)

こうした状況において，ションソン政権が退陣を余儀なくされ，これに

代わりニクソン新政権が登場している。ニクソン政権は， 1969年9月グア

ム， ドクトリンを掲げてアメリカのアシアらの一部撤退を行いベトナム収

拾を目標とした。これはソ連との関係調整，中~I との改善にも必要な措置

であった。

ニクソン政権としては，ここで多くの理由からどうしても SALT を前

進させる必要に迫られていたのであるc

ソ連としても SALT には段々と応答の気構えを示 Lはじめていたが，

アメリカの場合のように核デタントへの意思が固まっていなかったようで

ある。20) しかし，デタントの必要性は，米同に劣らず強いものであり，ソ

18)調査月報，前掲書， p. 4. 

19)高坂正尭，前掲書， p. 66-67. 

20)クレムリン内部で SALTに関する意見の不統ーがうかがわれる。たとえば，

1968年10月初めグロムイコ外相の国際連合総会での演説の中で， SALT について前

向きの姿勢を示した部分が，その翌日のソ連国防省、の機関紙クラスナヤ・スベスダ

の記事において削除されていた。また，同年11月にコスイギンソ連首相とマクナマ

ラ米国防長官がモスクワで会談したさい，ソ連政権内部の SALTに対する態度が

決定していなかったとゅう強い印象を与えたと云う。久住忠男，前局書， p.39-40. 
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述内部で、の議命を経たあと岐デタント政策がおこなわれることになったの

である己

その aつの理由は，ソ連の戦略核兵fu~ ，とくに， ICBMの配備数が，U述

に増加したこと， 1969年をもってアメリカの同種兵掠の発射台数とほぼ同

数程度に達し，しかもその中に SS9 ミサイノレが合まれることによって対

米関係にパリティーを確jZしこれまでのソ連の劣勢に終止符を打つことで

あった二

その二つは，ソ連は，先進工業諸問との関係改善策一一従来よりも柔軟

な外交政策への転換で、あった。この変化の決定的原因はソ述経済の停}:11・に

あった。ソ連の最も主要な目標一一近い将来にアメリカに追いつき，追い

越すことは達成不可能であることを認iIf武し始めたことである G それは1960

年代の終りに，アメリカは，ソ連の 9ft~.の石油・ 3 倍の天然ガス・ 41g.の

トラヅヶ・ 25í/~.の乗用 I j{・ 7 f行の紙・木村製品を牛ー産しているからである O

農業の分~f. で、;工， 1961年の計i市iに， 1960年から1970年まで、に農業生産の

250%の生産拡大を計-阿されたが， 実際は:50%のi??加にとどまった、ソ連

の主要農産物の生産は，アメリカの 2分の lから 3分の lに過ぎない，七

体としてλると，ソ;~の民主労働者の生産性はアメ:)カの 6 分の l に過ぎ

ない口同様に，工業生産性も期待されなかったc 一一1961年から1965~jてに

は 5%減少，さらに 1969年から 1970年には 4.:5%減少したコ electronics.

computer.石油化学などは，とくに，この停泊が深刻化している 2])

こうした国内的状況については，核軍備への莫大な投資子江一一ーそのj行

大が許さ，hなかったのであろうコ

その三つは，ソ述の electronics，データー処JI~I技術は米 11i]にえJL おくれ

が目 ιち，米間に[子く追いつかねばならなかったこと，すなわち，析しい

核開発競争において対米ギャッフを埋めるには，少なくとも数年の期間が

必要であったのであろう

21) Wolfgang Leonhard， The domestic politics o[ Soviet forign policy. 1973. )( 

滋秀夫訳(ソビ、エト外交の内政的構造)p. 59-60.世界， 1973午12月号 O

三2)次頁へii己す。
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その四つは，核戦争先発の可能性を減らすために米ソ両国が取り得る措

置が必要であること，そして， SALT はこれらの問題を提起し，検討する

有益で適切な ;ÌJ~議の場として役立ちうると判断したことである。23)

その五つは，対米間の権力政治において，ソ連は軍備拡張を避けるとい

う以上に対米調整の必要を感じていたのであろう C と吉うのは，米国に対

し戦略核兵器パランスでのノサティーが生れ，通常兵力を増強したことに

~\刈j~ して，より積極的な外交政策を展開することになっていた。

ソ連の東欧諸国を同めるという権力外交政策は，これまで成功していた

けれども限度に来ていた。東欧諸国はドイツ問題は別として独自の自主路

線、をとる姿勢を強めるようになり 24) とくに，中ソ関係(中ソ対立)はそ

の代表的なものであったc ソ連は，中国が19661f-から1968年の文化大革命

によって，同家の混乱及ひ、弱体化を期待されたが，逆の方行が表われたQ

さらに， 1969年 3月の巾ソ同境衝突は，中国が軍事的に自国の独立と主権

を'午る能力をもってL、る事実を，ソ連に認めさせることになったο それ以

来，中間は国内を支定化 L，軍事と経済とを強化したばかりではなく，国

際政治団においても数々の成功をおさめてきている。25

22)ソ連は対米ギャッブを埋るために，新しい外交政策が転換ーその結果，ソ連は長

期的科学技術援助を広汎に工業諸国，とくにアメリカ，西ドイツ，日本から手に入

ることを決定きれている O

この方針l土，より柔牧な外交政策を通じて工業諸国との交渉を可能にし，国際条

約によって長期的協力を保障することによって初めて可能となると考えられたので、

あるO この方針は1970年末より a 胃の正当化を与えられている。

w. Lenhard，すij掲吾， p. 60. 

23) L.ガーソフ，古ij掲吉， p. 20. 

24) ソ連が東欧諸国に対して支配権が限度にたっしていた，その一つの事例は，夕、マ

ンスキー島で中ソの衝突事i'tニの直後に閲かれたワノレシャワ条約政治諮問委員会で，

ワルシャワ条約各国の混成市団の設置を協定したもようであるが，この国際軍団を

中ソ国境に派遣することは拒存された。ルーマニアのチャワシエスの「ワルシャワ

条約はヨーロッパにのみ限られるもので，極東は別だ」と述べられてし、る。とくに，

ソ連に従ってL、たポーランドの場合にも現われていたのである。軍事研究， 1970::手

8月号， p. 29. 

25) W. Lenhard，前掲書， p. 60. 
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以上の理由から，米ソ両国は， SALTを開始することに決定されたと云

えよう O

「
l
J

H
H
 

r
l
、

SALTは， 1969年11月19日から12月22日まで予備交渉がへルシンキで聞

かれた。従来の軍縮討議が， !ft伝，演説のやりとりに終っていたのと著し

く異なり，米ソとも討議の意義を認識して，今後の交渉のための作業計画

(積木を積み重ねる方式)について合意された。

ニクソン米大統領は， アメリカの代表団を送るにあたって， i¥、ままで

アメリカの代表団に任せられた交渉任務の内で最も画期的なもの」である

と述べられている。26)

1970年 4月16日，ウィーンで第 2回目 SALTが始まった。この際には，

米ソはより具体的な提案を検討する段階に達していた。

すなわち，この期間中に，アメリカ側から提案(ウィーン，プランと呼

ばれる)が，一一同年 8月に明らかにされた。それは，①攻撃用戦略核兵

器(ICBM，SLBM，長距離爆撃機)の現状凍結，生産制限あるいは総保有

量の限度を設ける o (2) A BM (アメリカのセーフガード・プラン， ソ連

のガロツシュ) の拡充に制限を設ける C ③攻撃用核兵器の総保有量にワ

クを設けると同時に，ソ連の SS9のような大型ミサイルに数量的制限を

設けるとゅう提案であった。27) この交渉が終る 8月14日まで，米ソ聞の討

議の大部分は，アメリカ提案内容の細部にわたる検討に費された。

続いて，同年11月2日から12月18日まで，第 3ランドの SALTがへルシ

ンキで開催された。第 2ランド SALT のアメリカブランに対するソ連の

回答は出されなかった。このプランに変るに，ソ連は， ABMを双方の国

の首都，モスクワとワシントンの防衛に必要な 100某に制限する 5年間の

期限っき協定を結ぼうというものであったom

26) Willian P. Lineberry， The United States in Wor1d Affairs， 1970. 鹿島平和研

究所訳(世界情勢と米国)p. 88-89， 91. 鹿島研究所出版会。

27)久住忠男， SALTの実質的前進， p. 38，世界週報， 1971年 6月22日号。

28)久住忠男，同上書， p. 28. 
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ソ連は，このときすでに約64基のABM発射装置をモスクワの周りに配

置していた。 SALTの第一ラウンドから第 3ラウンドが終わった時期まで

に，アメリカの核軍事力は， ミニットマン皿型に MIRV(多数独立目標再

突入弾頭)の核弾頭を装備し始めたし，原子力潜水艦にポセイドン・ミサ

イル29)を塔載し始めた。また，セーフガード， ABM体系の第2段階を開

始していたのである O

これに対しソ連の方は， SS 9ミサイルのためのサイロ建設を始め， SS 

11ミサイル(射程約14，000キロ弾頭は 1"，-， 2メガトンで1966年に就役〉も増

し，複数弾頭化を進め，ポラリスと同型の原子力潜水艦を30艦にまで増した

と云われた。また，それと同時に，米ソは攻撃用兵器，防衛用兵器の技術

的進歩をさらに広範囲な研究及び開発計画をおし進めていたので、ある 030}

1971年 3月15日から第 4ラウンドの SALTがウィーンで聞かれ 5月28

日に終るまでに，米ソ両国は予告もなしに 5月20日 SALTに関する共同

声明を発表した。

ソ連は，この共同声明をニュース，キャスターが読み上げナこだけで、あっ

たが，ニクソン米大統領は，テレビ・ラジオで発表した031} すなわち「米

ソ両国政府は SALTの経過を検討した結果，今年ABMの展開規制のた

めの協定実現に力を注ぐことに意見が一致した。両国政府はまた， ABM 

制限協定締結とともに， SALTに関する一定の措置(複数)についても合

意するよう意見がー致した。その双方は，これが全戦略兵器制限交渉さら

に有利な条件を生み出すとの確信から措置をとることになっている O この

交渉は積極的に進められよう」と云うのであった口

このような米ソ両国が共同声明をなしえたのは，ソ連が攻撃用戦略核兵

器制限に関する一定の措置に応ずる意向を示したことであった032)

29)ポセイドン (poseidon)は， ポラリスを発展させた潜水艦ミサイルで，多弾頭化

され，一隻に16基積載するが一基が10個の核弾頭を装置できる。 1968年 8月に水中

試射に，また1970年 8月に10弾頭の発射に成功してL、る O

30) Willian P. Lineberry，前掲書， p. 94. 

31)久住忠男，前掲書， p. 38. 
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それはソ連が始めグラスボロ米ソ斤脳会談でのコスイギン凸-相の発言の

ように， I防衛用」及び「攻撃用」も含む交渉が必要だと主張していたの

が， ICBMミサイルの対米ノ之リティ- (量的対等)が達成できたとの考え

による 033)

また，ソ連は，アメリカが力を入れている MIRVゃ ABM開発に不可

欠な electronicsやデーター処理技術の発展に時間が必要であったこと，

および1971年 4月初めから始まった米中接近ムードなどが重要な役割を演

じたとみられている 034)

第 5ラウンドの SALTは， 1971年 7月18日からへ/レシンキのソ連大使

館で開催された。この期間内に，第4ラウンドの SALTにおける米ソ共同

声明に基づいて交渉が進展するものと期待されたが具体的な1北果を上げる

ことはできなかったっ

9月23日最終日の会談においての共同戸明によれば，今同の交渉は IA

BM制限協定に関連し細部の検討が行なわれ，また攻慢用戦略兵器制限に

関連する若干の措置に関する協定に含まれるべき諸問題が検討された」と

ゅう内容のもので，第 4ラウンド SALT のABM及び一部の攻撃用戦略

兵器に関する具体的な協定の成むこは言及されていなかったomその理由

については切らかではないが，ソ連は 8月にABM全庵案を出し，モスク

ワ周辺の64基のガロツシュ ABM基地を撤去する条件にアメリカの七ーブ

カ《ード計両の中止を求めたこ アメリカはこれを拒否したというのであ

るD38)

しかし，会議終了後まもない 9月30円に米ソ l可同!日!に析しく，偶発的核

32)久住忠男， SALTと核二極構造の終出， p. 84，世界週報， 1972年11月号。

33) 1970年のソ連の ICBM保有量は 1，300基で有り， これに対して， アメリカの

ICBMは1，054基で，ソ連はアメリカに対して総保有量において慢位に立った。

34)久住忠男，前掲書， p. 40. 

35)国際週報， 1163号，昭和40年10月 5 日 ~10月 12 日合併号。

ヘルシンキにおける第 5回米ソ兵器制限交渉， p. 6，外務省情報文化局

36)世界週報， 1972年新年特大号I二Hlたラルフ，ラップの論文， p. 84. 
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戦争防止協定と米ソ直通回線改善協定が調印された。

もっとも米ソ両国は， 1962年米国が18ヶ国ジュネーブ軍縮委員会に提案

した「事故による戦争発生の可能性の減少」については原則的に合意がさ

れてしたQ 過去において，核兵核の事故は， 1966年スペイン沖で， 1印96ω8年

グリ一ンランン iトドド、、守下、

といわず諸国家の安全に影包:するものとして，軍半縮を促進するため副次的措

置として検討されていたが，前回より新たに SALTの場で、合意された037}

米ソ偶発戦争防止協定は，前文及び本文の 9ヵ条からなるもので要旨は次

のとうりである)

第一条は，米ソ両国は兵器の偶発的あるいは許可のない使用を防ぐ機構

上および技術的な取決めを維持し，必要なら改善する O

第2条l土，米ソ両国は核兵器の爆発を合む偶発的あるいは説明のない事

故が発生した場合，直ちに互いに通告するυ

第 3条は，米ソ両国はミサイル竺戒網が正体不明の物体を発見した場

合，あるいはレーダー網などに妨古の兆候が生じて核戦争発生の危機の場

合には相手に通告する口

第 4条は，米ソ両国は相手側に向って国境外におよぶミサイノレ発射計画

を直前に通告するとゅうことになっている O また，上記の協定と相互補充

の米ソ直通回線改善協定は，すでに1963年 6月20日に成立した“ワシント

ン・モスクワ間のホットライン の使用を近代化するために，これまでの

海底ケープ、ルに追加される衛星通信組識(米国はインテノレサット衛星とソ

連のモルニア 2号衛星)を設置することを取り極めたので、ある 038}

以上が第 5ラウンド SALTの成果であった。これは SALTの実質的な

戦略核兵器制限そのものではなかったが，しかし，偶発的核戦争発生の可

能性を減少させえることは大きな意義をもつものである C

第 6ラウンド SALT は， 1971年11月15日から1972年 2月4日までウィ

ーンで開催されたc このラウンドで実質的な SALTは成立しなかったが，

37)外務的情報文化局司前掲書， p. 7. 

38) 同上書 p. 約 ~9
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SALTの見通しは明らかにされた。同年 2月9日のニクソン米大統領の外

交教書によれば， ABM協定及び攻撃用戦略兵器制限協定の大ワクが示さ

れていたし 3月9日の米国務長官の外交報告にも， ABM発射台数とそ

の地域及び攻撃用戦略兵器の範囲などが示されていた。

一方 3月20日の第15回ソ連労働大会でブレジネフ書記長は Iわれわ

れは米ソ間の SALTに重大な;昔、義を認めている O その成否の鍵は双方同

等の安全保障の原則を認めることである O われわれは実際にこの原則を維

持する用意があり，また相互に受け入れられる合意の達成に賛成である。」

と述べた。ソ連において当時はまだ SALT の積極的打開に乗り出そうと

はしていなかった。しかし，米ソ首脳会談(ニクソン米大統領の1972年 5

月22日"，30日までのモスクワ訪門)を前にして，ソ連側の態度こも変化を

みせ，同会談における SALTの仕上げに見通しが生じていた039)

第 7ラウンドの SALTは， 1972年 3月2，日からへルシンキで開催され

。
た

この会談の役目に SALTの若干の討議が残されていたが，これは 5月

22日からニクソン米大統領のモスクワ訪門により聞かれる米ソ首脳会談に

移された。ニクソン米大統領のモスクワ訪門は 8日間に渉った。

ブレジネフソ連書記長との会談を通じて，米ソ両国首脳が対等の原則に

乗り取って，第一次 SALT関係諸協定 (ABM制限条約，攻撃用戦略兵器

制限ならびに同協定付属議定書)及び宇宙開発協力，科学技術協力，艦船

航空機衝突防止，環境汚染防止など，一つの条約と 6つの協定が調印され

た0
40

) A B M制限条約ならびに攻撃用戦略兵器制限の暫定協定の要旨は次

のとうりである O

ABMシステムに関する条約は，①米ソ両国はABMを首都を中心と

する地域のーカ所と ICBM基地のーカ所に展開ができる o ~ ABM展開

地域は，半径 150キロとし，ーカ所内に発射台，迎撃ミサイル各 100基ま

39)調査月報 201号， 1972年 9月号，米ソ首脳会談， p. 6，内閣官房内閣調査室。

40)世界週報， 1972年 6月13日号， p. 18. 
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で備えることができる O ③首都防衛用のABM展開地域では 6基以内

のABM用レーダーが制限される Q ④ ICBM防衛用の展開地域において

は，大型多種ABMレーダ一二基，多重ABMレーダ一二基のうち小型の

ものよりそれぞれ小さい能力をもちABMレーダー18基以内を持つことが

できるQ ⑤レーダーについての制限は， ABMシステムによって効果的

にカバーされる地域が比較的狭い部分に限定されている口この条約は 5年

ごとに再検討することとされるが，有効期限は無期限である O 上述のAB

M制限条約を見て来たが， ABMミサイルそれ自体については，質の面で

L 、かなる制限も諜せられていないのである。41)

戦略攻撃兵器暫定協定と議定書は，ともに期限 5年間である D その要旨

は次のごとくである O ①両当事国は1972年 7月 1日以降， ICBM発射台

の追加建設を始めてはならなし、。(1条)。②両当事国は，軽ICBMまたは

1964年以前に配備された旧型 ICBMを近代的な重 ICBMをこれ以上展開

しなし、。 (2条〉。③両当事国は，潜水艦SLBM発射装置および新型ミサイ

ノレ潜水艦の数を，本協定日に実戦配備ずみと建造中の合計数に制限，さら

に， 1964年以前に配備の旧型 ICBM 発射装置及び旧型潜水艦の発射装置

と同数だけ代替することができる o (3条〉。④議定書では，これを具体的

にして，アメリカは， SLBM 710基，新型弾道ミサイル潜水艦44隻まで保

有できるとし，ソ連は，潜水艦用弾道ミサイル 950基，新型弾道ミサイル

62隻までそれぞれ保有できるとした。この調印では，戦略兵器の数量がア

メリカより 800基以上も多いことはソ連側有利になっている O これは当

時， MIRV ミサイノレの技術開発でアメリカが圧倒的にリードを保ってい

たため「量で譲っても質と量を合せて考えればソ連と均衡または優位に立

てる」との考え方があったところに成立がなされたのであろう。叩

41) The Inter nationallnstitute for strategic studies， 1972. Military Balance， 1972 

1973.世界週報， 1972年11月21日， p. 52-53. 

42)この調印がソ連側有利の転回に対して，アメリカの国防省、を中心とするタカ派に

強い反対が表明されていた。 この当時の米ソ戦略関係は， アメリカは， ICBMで

1，054基と 565基の SLBMを保有している。これに対してソ連は， ICBM1，527基

と約56隻の原子力椙水艦に積んだ SCBM560基，それぞれの保有状態であった。
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今回の SALT諸協定は「国際緊張の緩和及び国家聞の信頼の強化に寄与

し，かつ核兵器拡散防止条約の第 6条により負った義務を遂しようという

志凶するものとしこの諸協定の達成が人類を核戦争勃発の脅威から投う

方向への一歩である O また米ソは， 1971年 9月30日に調印された両国間の

核戦争勃発の危機縮少措置に関する協定が，全人類のためになるとも確[i

している。」 と述べ， ABM制限条約の前文においても「できるだけ半い

時期に核兵器競争の中止を達成し戦争兵器の削減，核軍縮，一般完全半

縮に向って効果的な措置をとる」との希望を述べている。しかし，今回の

条約及び暫定協定が，核競争の中止に向っているとは疑問であり，核拡散

防止条約6条43)の「核軍縮」への責任を十分に果したは決して云えないの

である O

すなわち，その 1つとして，この条約及び暫定協定は，戦略的防御体系の

水準が制限され，一部のカテゴリーの攻撃兵器に対する数的上限が課せら

れたが， MIRVその他の質的改善は制限されず現行戦力水準の削減は含ま

れてはいない044)

その 2として，軍縮には廃棄，削減，制限，管理の概念がある。今Inlの

第 1次 SALT (SAL T. 1)は「制限」の段階であって， I削減」というべき

ものではない。

その 3として，攻撃用戦略兵器制限暫定協定には，米ソ!日!の立見が一致

していなし、。一一一この点が問題である o SALT 1が調印されたその時点で，

米ソには解釈の相違が表明一一米国は「ソ連が重いミサイルの共通の定義

43)核拡散防止条約，第 6条とは，各締約国は，核軍備Ei争の早期の停止及び核軍備

の縮少に関する効果的な措置につき，並びに散重かつ効果的な国際管理下における

全面的かつ完全な軍縮縮少に関する条約について，誠実に交渉を行うことを約束す

る。この条約(核兵器の不拡散に関する条約)は前文と11条からなり， 1968年 7月

1日，ワシントン，ロンドン及びモスクワで作成され， 1970年 3月5日に効力発生

している。この条約には1975年 5月5日現在90ヶ国参加している。この条終の特徴

は， 5ヶ国の核保有以外には核兵器を許さない「ヨコの拡散J防止を規定l.-，核保

有国の核軍拡「タテの拡散」は規制されていない点にある。

44) Edited by Henrry Owen， The N巴xTPhase in foreign policy.鹿島平和研究

所訳，外交政策の次の段階。 p.287，鹿島研究所出版会。
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に!日j立しないのを遺憾とし，現在， 9. JJで作戦可能なもっとも転い ICB~I

と解釈しているJと見解を表明している 045)

一方，ソ述は SALT に先立つ 5JJ 17日に「攻撃用戦略兵器制限暫定協

定有効期間中，米国と NATOが保有するミサイノレ潜水艦は50隻，そのミ

サイノレは800基であることに同志する U しかし， NATOが同暫定協定のさ

いに保有していた作戦可能，あるいは建設中のミサイノレ潜水艦の隻数以上

に増強した場合，ソ連は白国のミサイノしi替水町立を同じ隻数だけ増強する権

利を保有する」と見解を表明している。46)

米ソのこの発言は，調印後の 6月13日，ニクソン大統簡が議会に対して

切らカ寸こし7こlコ

アメリカは，暫定協定第 2条において，ソ連の重いミサイノレ (SS9ミサ

イル)の増設を凍結しようとするに対して，ソ連は，英仏両国のポラリス

型潜水艦の保有量をアメリカのその保有量に合計力r1算 Lたものがソ連の保

有量である C すなわち，ソ述の総保有量はア J リカの保有量より多く認め

られることー一一ー米ソ間のハリティーであるとした口これが， SALT 1にお

いて最後まで、懸案となり， SALT IIを進める上で大きな問題となったC47)

45)調査月報， 226号， 1974年10月 SλLTIIの問題点と可能性， p. 31，内閣官房内

閣調査室。

46)向上書， p. 37-38. 

47) SALT II を進展させるために大きな昨古となった問題が 3つあるョ第一点は，

MIRVに関する制限をどうするかである。アメリカはすでに ICBMに3発の弾頭

を積載したミニットマン盟型と約10発の弾頭を杭軟できるボセイドン SLBMと

の戦略兵器体系が一部実戦配備及び増加しつつある。 これに対するに， ソ連は，

MIRV開発において，約 5年間アメリカに後れていると云われるが，しかし急速な

技術開発が進められている。その後， 1974年 1月， 2月には戦略ミサイノLとしての

MIRVの実験(重し、ミサイルとされる SS9を改造した SS18などが含まれ，それ

ぞれ MIRVの装置が可能と判断される)に成功したことが米国防長官から明らか

にされた。 MIRV開発による攻撃用戦略兵器の質的進歩は SALTIIをますます困

難にさせる。

第 2}\~，土，ソ連の重いミサイノI-- SS 9 (この ICB:-.lは25メカトンの核弾頭一発を

運搬できるが，アメリカのタイタン II ICB:.1は10メガトンの核弾頭を運搬できる

(次工(へ杭く)
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〔皿〉

SALT 1の問題を抱えて， SALT IIの第 1ラウンドが1972年11月21日か

らジュネーブで開催されたく

この主たる問題は，攻撃用戦略兵器制限暫定協定の半恒久化にあった。

その理由は， MIRVの急速な進歩は，核開発の高度な技術的要求が必要

となりこれに対する左大な経済的負担を要することと，これにともなう

に，国家の安全保障が常に不安定状態に陥ることによったu

当時の世界の経済情勢は，インフレ状態にあった，一一一アメリカにおい

ても変りなくインフレに悩んでいたコこの状態で軍事予算を増大すること

はアメリカ財政に大きな犠牲を強いることであった。また，ソ連にとって

も，経済開発，とくに農業団の改善策が急務であった時だけに大きな負担

となるものであった048) 米ソ|可悶とも国内的要因の改善に努力を必要とさ

れていたのである心

また，米ソ両国の攻撃用戦略兵器の進歩が結局は一歩を誤まると大きな

危機に結びつくリスクを持っていることに気づき初めたことにある 049)

例えば，現在 ICBMの攻撃目標の命中精度(表 2)が，約 400mとされ

(前頁よりやtく)

にすぎなし、)の増設を凍結しようとするがアメリカの意図において、この差をどの

ように解決するか困難な問題である。

第 3点は， SALTの保有量がアメリカよりソ連の方が相当有利になっている。す

でに述べてきたごとく，アメリカは， SLBMで710基，新型弾頭ミサイル潜水艦で、

44隻に対し，ソ連は， SLBMでアメリカの 710基プラス 240基，新型弾頭ミサイル

治水艦で‘アメリカの44隻プラス18隻である。この結果，アメリカ国内のタカ派など

から突き上げ(ジャクソン決議〕を受けた。この米ソの相違いは SALTIIの解決

をきわめて困難なものにする要因となっている。

48) ソ連は当時において，冷害と干パツが続いていたため農業面で、の改善策が急務で‘

あった。ソ連のブラウダ，その他の新聞雑誌は， iすべての力を収f室へj，[東部農

場は突撃前線J，'一粒でも多くの穀物を国家へ などのスローガンを妨げている。

そして，ソ連の党，政府機関が全力をあ:デて東部の収荏を応援してL、る。詳述につ

いては，世界週報， 1972年9月20日の(重大危機のソ連農業)を参照されたし。

49)内閣官房内閣調査室.前掲吉， p， 41， 
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ているが，ここ数年後には 200m以ドという少さな公算誤差 (Circutar

Error Probability)になることが確実視されている O すなわち， ミサイル

の着弾地点と目標地点との距離が縮まるほど，命中精度の確実破壊率が高

くなる O

表 2 命中精度とサイロ破桜ギ

CEP 
弾頭 威 力

(メートル)

800 

200キロトン 400 

確実破壊率
(%) 

200 

つ-ハ
V

Q

d

--4斗

A
n
y

5，000キロトン
800 

4CD 

68 

99 

世界誌， 1975年 2月号揚載

こうした軍事情勢を放置することは，米ソ両国の安全保障がつねに不安

定状態に置れるばかりではなく，大きな脅威をろける〉ニれらが SALTII 

を初めた主なる理由と云うことが出来るc

ところが， SALT IIは発展せず，第 1ラウントσが休会 (12月21日) L， 

その第 2 ラウンド (1973年 3 月 21 日 ~6 月 12 日)もへルシンキで、聞かれた

が成果が得られず休会に入った J

しか L，1973年 6月21日ブレジネブソ連書記長がアメリカを訪門したさ

いに，米ソ共同宣言と核戦争防止協定の二つの成果をあげた。これはSALT

における第 2回目の米ソ主脳会談であった。米ソ戦略攻撃用兵器のいっそ

うの規制に関する基本原則50)と題するこの共同宣言は， SALT Iを前進さ

50)この原則は① SALTI 協定を前進させ，攻撃用兵器の制限及び削減に関する恒

久的協定のための交渉をつづ、け，恒久的協定を1974年に調印することを目標として

努力する。

② 相互に平等の安全保障上の利益を認めて，一方的有利の立場を求めなL、。

@ 攻撃用戦略兵器に関する制限は数量[mだけで、なく，質的な面でも適用すること

ができる。

④ 攻撃用戦略兵器制限に関する査察は，園内的，技術的手段を伴う。

⑤ 攻撃用戦略兵器の近代化及び配置替えは協定による条件で許される C

(次頁へ抗く)
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せ，攻撃用兵器の制限及び削減するための恒久的協定の交渉をつづけ，そ

の限界線を1974年と戸明した。そして核兵器の制限を数量面だけでなく質

的改善においても規制した点がとくに重視されたので、ある O 米ソの核戦争

防止協定においては，米ソが核戦争，核兵器使用の危険を取り除くことを

共通の利益と認め，同時にどちらか一方と第 3固などに対しでも，核の脅

制を行ーわないことを合意している。すなわち，米ソ両国は核の危機に対 L

て，次の態度で行動するとゅうものであった二

① 米ソ両国の関係の危険な悪化を引き起すような事態の進展を避け， Lif

事的対決を避ける O

2 米ソ両国は，両国間のどちらかが第 3国との間の核戦争の突発の危険

が生れそうなときは，両国は危険を排除するため緊急協議するc

③ 米ソ両国は，両国関係及び第 3固との関係の発展をはかるものとして

いる。

今rrlJの米ソ汁脳会談は， SALT IIの進展を約束し世界各地の危険及び紛

予を解決する行動を誓うと云うものであった、

そして，両国間の通商関係の拡大をはかること一一向こう 3年間に貿易

総額を20"，-，30倍トソLに達ナるように円標とするとしたのである G このこと

は，両国関係において，核共存から米ソデタントへ一歩前進したと云うミ

とであり，両国が世界の平和と安全に対する共同責任のもとに，世界秩序

づけようとするイメージさえ感じさせた)

その後の米ソ関係の発展は，第 2回米ソ百脳会談の精神にもとづき

SALT IIの第 3ラウンドが(1973年 9月25日から11月16日まで)ジュネー

フ、で、聞かれた。この期間中に，ソ連側からヨーロ、ソパ米軍の前進基地シス

〔前頁より就く)

⑥ 同兵器制限に関するさらに具体的措置は， 1972if'.5月の暫定協定を補足する別

の措置について合意する用怠がある。

⑦ 双方は1971年9月30日の核偶発戦争防止協定に従って必要な措置をとりつづけ

るO

以上， 7つの原則から米ソ共同文言が成り立っている。内閣官房内閣調査室， jjij

掲書， p. 41. 
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テムの一方的な撤廃要求と云う提案であったο

この提案は，スコットランドのホーリ，ロッホとスへインのロタにある

潜水舵基地廃止，ヨーロッバ海域の空母隻数の削減を含むものであったョ

ヨーロ、ソパ全地域に原子力潜水艦基地の撤完ができれぽソ連側にとって戦

略ミサイル潜水艦の対米パリティーを保つことができるとされる一一アメ

リカ側(また NATOの安全保障)としては米ソ間の戦略核戦力ベヲンス

から脅認できない，ホーリー，ロ、ソホ，ロタなどの古iJ進某地が SLBM ~fi 

水舵の第一線配備海域にあって，常に非常時の態勢に置くことができるよ

うになっているからである。これに対し，ソ連の SLBlVI潜水舵基地が卸

土内にあり， ミサイル発射可能な地域まで相当なI時間を要することであっ

7こ。

そのために，ヨーロッハの前進基地とアメリカが優位ーに立っている戦略

爆撃機とともに制限しようとする21項目の提案であったョ

ソ連の一方的提案は受け入れられなかった。この提案とともに，中東の

第4次戦争(十月戦争):17J発がこれまでのデタントムードに大きな打牢を

得え，この会談が突如として休会 (11月16日)になった。51)SALT II第 3

ラウンドが終って，第 4ラウンドが聞かれる (1974年 2月19日)までの95

日間に米ソ両国に一段と高度の兵器の進歩が表われた。

MIRV の開発でアメリカに一歩譲っていたソ連は， 1974年 1月25日~

26日 2月9日の聞に 3回にわたりはIRV装備の新型 ICBM(SS 18~SS 

19)実験が成功している O この実験は，前年 8月 MIRV実験に成功以来52)わ

ずか 5ヶ月間に実戦配備の段階である全射程実験に漕き着けたその進歩ぶ

りであったc もしも MIRV化された SS18 型 ICB~I がミ+イル註を凍

51)内閣官房内閣調査室，前掲書， p. 42-43. 

52)ソ連が開発中の新型 ICBM，SS 16-SS 19までのうち， SS 18-SS 19の実験であ

る。最も積載能力が大きい SS18 ICBMは， 1月25日， 20日実験の SS19に比べ

4~5 倍の街蚊能を持ち爆発威力 2~2.5 メガトンの個別誘導弾頭を 4 個から 6 個

積載できるとゅう。アメリカのミニットマン置 ICBMは個別誘導弾頭3個積萩，

I個の爆発威力 200キロトンより遥かに強力なものである O 世界週報41974午 3月

5日号， p.8-9. 
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品lilた1977i下の攻撃用戦略兵器制限判定協定期限主で、に実戦配備するなら

ば，米ソミ十イノLのノくランスは大きく !VHl， ソ連優位の'Mmとなる。53)

一方，アメリカも .¥IIRVの優位が崩れるのを恐れてか，さらに高度性

能の MARV(機動型複数弾頭ミサイル)を開発を，:t~いでいる Q この .\IARV

(土，相手の ABMの迎撃を回避するためその途中で軌道変更し，右弾地点

へ王立達する確率を高めようとするものであるっこれに加え，シュレシンシ

十一米同防長官がアメ リカの戦略核兵器の攻撃目標選定方針の変更の発

354}と 2月4日の予算教書の悶防計画が原子力関係を含め 897億ドルと

いう史上最大の支出を要清していることである戸} これらの出来事は，

53)ソ連の SS18 ICBYIと MIRVの開発状況について，シュレジンジャー米国防長

官は次のように述べている o rSALT 1 協定は，米国l土技術的な質的優位を持ち，

ソ連は発射台数と投射重量において優位にあった。ソ連は引き続き開発計画を進め

てきたが，その内容が判明するにつれ，その規模と深さに米国l土賢ろいている。

SALT 1で許されている新技術と投射重量をソ連が開発した時には，ソ連は米国の

戦略兵力を遥かに凌ぐことができるであろう。」

3月 4日の米上院の和密聴門会での発言で 4月 3日に公表された。

54)アメリカのこの変更は， 1974年 1月10日ワシントンにおける海外記者協会昼食会

での発言である。「アメリカは， ソ連がアメリカもしくは同盟諸国の非人口密集地

域に核攻撃を加えた場合，ソ連の都市以外の軍事的，非軍事的目標を攻撃すること

に重点を置く，ソ連がアメリカに限定攻撃を加えた場合，アメリカは反撃に出るで

あろう。アメリカの核兵器照準目標の変更は，アメリカのミサイル基地及び治水艦

に対する戦略的攻撃に適用されると同時に，ヨーロッパその他の戦術核兵器につい

ても適用される」。これは，ソ連が日1:人口密集地域核攻撃」した場合と， i限定攻

撃」した場合の二つの仮定事態に対する報復反撃について答えたものである。 1960

年代の初めに論ぜられた対兵力攻撃戦略に比べて，戦略上の必要があれば対都市攻

撃もできるようにするなど，攻撃目標の選択については柔牧性をもったものに変更

したとゅうことである O この発汗にorlえて，同月24日の記者会見におL、ても，目標

戦略(ターケ、ッテン夕、， ト、クトリン)の変更に関する説明がなされている。久住忠

男，米核戦略変更の背京ーと意義， p. 18-19，世界週報， 1974年， 2月19日号。

55) 1979年度予算教書の国防計画は， i重大な不均衡が生ずるのを阻止するため， ア

メリカは戦闘部隊の近代化と即応態勢の改芹を続けなけれぽならなL、」と強調Lて，

戦略核兵器開発の長期計両の主なものは次のようである。

① 新型核弾頭， MARVなど ICBYlの近代化に 2億4，800万ドル。

(次頁へ続く)
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SALT II の第 3 ヲウントと:;;f~ 4ラウンドの休会期間rllのことであった J

SALT II第 4ラウンドは 2月19日から開催されたが， このシュネーブ

交渉には暗い影がもたらされていたコそれは，これまで述べて来た米ソ核

開発競争の展開によるものと共に，この交渉が完全に行き詰まり状態に陥

いったのは，ソ連がアメリカに対して， B 1有人爆撃機，小型ミサイノレ治

水艇のトライデント級の開発中止，ヨーロッハに有る米軍前進基地システ

ムの撤発及び非核化などの制限の一環として要求したためで、あったコ

この交渉は 3月19日には休会に入ってしまったっキッシンシャー米国務

長官は， SALT IIの行き詰まりを打開するために 3月25日から27日までモ

スクワ訪門，続いて 4月28日， 29日の両日シュネーブでキッシンシャー

とグロムイコ外相との会談がそれぞれ行われた，その結果 6月予定であ

る第 3回目の米ソ首脳会談では， SALT IIの協定締結は烹らないであろう

ことが予測されたC56)

第 3回米ソ首脳会談が上述の背景のもとに 6月27日から 7月 3日に渉っ

て開かれた。ニクソン米大統領の訪ソによるこの会談では，軍事目的の地

下核実験を制限する条約， ABMtliU限条約付属議定書及び 4協定が成立し

たが，注目の SALTII 問題については不調であったG 米ソ共同コミニュ

ケは「双方は，平和共存と相等しい安全保障を土台にして，両国間で達成

された諸協定及ひ、これらの協定に基づいて，米ソ関係の顧問的な立て直し

(前頁より続く)

さ 重燥用空中発射巡航ミサイ I~ ， B 1爆撃機及む、その給油機に百枚で、ぎる。開発

費 8，000万ドル。

③ f，O，水1続発射巡航ミサイル，治水1慌の魚市発射管から撃ち出され，匂低空で飛行

する。開発資 1億2，500万ドル。

/む 小車!ミサイノレi料水艦ナーワノ~， トライチント純と rii]じ長距離ミサイノLを発射で

きる。開発t1t1，600 )jドノL。

⑤ B 1有人爆撃機， B52戦略爆撃機の後継機。開発費 4億 9，900万ドル。(その

他)を含む研究開発に重点がおかれている。

56)キッシンジャーは 6月初めの記者会見で，ニクソン訪ソで SALTI (期限 5 年11~)

を更新する意思がない表明がなされた。丁度そのころ米国内にあっては，核戦略面

で国防省、と国務省の論争が有りこれが SALTIIにも影響を与えていると報ぜられ

た。内閣官房内閣調査室，前掲書， p. 45. 
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を継続していく双方の決立を確認したご

双方は，兵器制限の分野での米ソ問の新しい協定が，ユ文常用戦略兵器制

限の分野での暫定協定のあとに続くべきであるとの結論に達した弓このよ

うな協定は，その有効期間を1985年主でと L，数量:及び性能の点で、の制限

を見込むべきであるとの点で、合意した~-と述べられてたっすなわち， こ

の共同コミニュケ (i，一平和的協力いっそうの強化-核i成予の危険を除去!

一緊張緩和のプロセスを強化一に努力して同保安全に世界平和の強化に宍

献したいとする抽家的なものであったコ肝心要の SALTについては， 1985 

年までに析協定を結ばれるべきであるとし，その内符を戦略兵器の数奇:ば

かりではなく買の而でも規制しようと云うものであった二

新たに調印された]白下核実~a~;lJ!J限条約一ゃ ;-ABM制限条約付属議定

書は J つの前進であるョその一つ，地下核実験制限条約は， 1976年 3月31

日から 150キロトンの地下核爆発を行わないυ 但し，平和目的の地下核爆

発は適用されないとされる C57)

その三つ， ABM;¥JU限条約付属議定吉(i， 1972~r.の A B 1¥1制限条約で締

結されている ABM基地を 2ヶ所に合計 200基のABM市1]1哀をケ所で

100基のABM制限とするとしたものである口 ABMは，核兵器攻撃に対

する防御用のシステムであるが， MIRVが高度している段階では市事的価

値の低下は切らかであるコ "l(事u''.i価値の薄れたABMシステムがi2カ所」

が「一カ所J残されたのは，ソ連が中国を意識したと云われたからであっ

た。米ソ介主l土中国軍事力を抜きにして考えられない面がうかがわれたの

である j8l

米ソバ脳会談は， こJれL主で 3l'阿J可可もf一t片jわ::>:1れlてき?たニlド刈(1吋l可，j[同干司司剖叩11問;同司の相j違主主今¥，点I

つきりして来たコ

両国間の基本的な諸条約及び諸協定が整った段階で#fr協定に移す時期に

57)この条約で一番問題となるのほ，地下核実験が平和臼的か市事目的かの見分けか

たはどうするのか，また，地下核実験で 150キロトン以下の爆発であるのかなL、の

かの探知がどうして出来るのか疑問が残されたので、あるO

58)モスグワ特派員，磯田，世界週報， 1974年7月23日号， p. 18. 



核時代の緊張緩和(日) 57 

さしかかっていたおり， SALT IIの進展が切り聞かれる切っ掛けが起っ

た。 8月10日，ウォーターゲート事件に関係するニクソン大統領が'先如と

して辞任， フォードが大統領に就任するにいたったことによるつ 8月11

日，フラウタ1工「ソ連は関係改苫-の政策，同際緊張緩和のプロセスを逆戻

りしえないものとする政策を一貫として実施し…...Jと述べて，フォード

米大統領誕生を歓迎を表明。

-)j"， 8月28日フォード大統領の初の記者会見で iSALTIIに関するア

メリカ政府案について，政府部内で解決図難なような根本問題はないと考

えている D 近い将来，多分この 1カ月にソ連代表とキッシンジャーとの会

談が問かれ， SALT IIを進めようとしている。」 と表明された039) こうし

たムードの中で 9月18日から11月 5日まで SALTII 第 5ラウンドが聞

かれたコこの期間中の10月26日，キッシンジャーとプレジネフソ連書記長

が会談一一11月23日から24日までウラジオストックで第 4回目の米ソ首脳

会談を行うことで合意がなさとたコ第 4回米ソ首脳会談について，この合

広がなされた 3日後に，ソ連のフラウダ紙は「米ソ関係で、成功裡に開始さ

れた路線の継続とゅう立場を堅持している Q この方向におけるいっそう

の成功は，双方の努力を必要としている O ソ連はその用意がある」と述べ

て，次同の会談に希望を持たせた060)

ウラジオストックでフォード米大統領とブレジネフソ連書記長の首脳会

談が1974年11月23日から24日の両日に渡って聞かれ二つの成果を見た。一

つは，米ソ共同コミュケである O 米ソは「原則的な共同決定と両国間の基

本的な諸条約，諸協定により決定された方向に，今後とも発展させる決意

を円確認した司従って双方は，米ソ閃係改善のフ戸ロセスが不I断に発展し，

逆行させることなきように，すでに調印された諸協定の中で、決定されたあ

らゆる方向における共同の努力の規模と熱意を継続し，拡大する志図であ

るョこの会談の過程で，特別な考慮が払われた。双方は，核戦争防止と戦

略兵器制限に関し米ソ間で致達した協定が，核紛争及び戦争一般の発生を

59)内閣官房内閣調査室4前掲書， p. 46. 

60)調査月報， 1979年， 4月号， p. 26-27，内閣官房内関調査室。
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防ぐための保|持措置をつくる過程で，宇先のよい端緒であることを再確認

する O 双方は，この過程を発展させるべき必要性に深い信念を表明し，他

の諸国もこれに貢献するよう希望したりと述べている 3 一般関係分野に

関してのこのコミュケは，具体性を欠くものであるが， I通商，経済，科

学，技術の分野でのいっそうの米ソ交流関係の現状が検討され，この分野

の進展がきわめてE主要なものとなろうことを確認し互恵の協力を引き続

き拡大し，深めていく同い決意を発展させる意図である。双方は，相互に

有益な大規模プロジェグトを含む通商，経済協力の長期的基盤を発展させ

ることの特別の重要性を強調したっこうした通商，経済協力が米ソ関係の

安定性向上に寄与するだろう。Jとされている O また，欧州、|デタントへの

関係について「全欧安保，協力会議のプロセスを検討した上で，同会議を

早期に成功裡に完結する可能性があることの結論に達した。双方は，会議

のプロセスで達成された成果により首Î~尚レベルで、会議を終らせることがで

き，その成果は欧州、|の平和な未来を保障する会議の重要性に合致したもの

となろう Jと述べている O このことは，米ソ』乙おいて全欧安保，協力会議

の早期終了の同意が得られたことである O

米ソは， また，中部兵力，軍備削減交渉についての共同コミュニケは

「両国は，各当時国の安全に損失も損なわず，一方的な軍事的優位も許さ

ないことを原則として，相互に受け入れ得る解決策の探求に積極的に寄与

することで合怠したJと述べているつ

すなわち，この米ソ共同コミュニケは，米ソ関係の発展を再確認したば

かりでなく，緊張緩和の深化及び社会体制を異にする諸国家内の互恵の拡

大を目指すことを述べたのであるO 三つは， SALT IIに関する米ソ共同声

明で「米ソ両首脳は，同協定に関する作業を1975年内に完了する好ましい

見通しがあるとの結論に達したoJ と述べて， この原則として次の点を挙

(子ている C

一.新協定の有効期間は， 1973年10月まで効力を持ち， 1972年 5月26日

の暫定協定のそれぞれの原則を合むものとする O

て.新協定の有効期間は， 1973年10月から1985年12月31日までとする口
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二三.両国は対等及び平手fIの安全保院の原WJに基づいて，新協定は次のi沼一

制限を含むものとするし

そのー.双方は，戦略兵器運搬手段 (ICBM，SLBM，長距離爆撃機)の

総保有量 (2，400基)上限の権利を持つC

その二.双方は， MIRVを装備できるミサイルの数量を制限することで

介窓し，米ソ両同とも戦略兵器運搬手段 2，400主総数のうち 1，320茎を

MIRV化できる O

その三.新協定には， 1985年12月31日までに戦略兵器の制限及び消減の

可能性に関する問題を検討するため， 1980年~81午以前に新たな交渉を始

めることを取り決めた条項を含むことになる 3

その凹.前記の諸点を含む新協定の作成を目的とする米ソの交渉が1975

年 1月ジュネーブで再開されることに合意された。

以上，みてきたウラジオストック首脳会談の中心は， なんと云っても

SALTであろう O 新ためて述べるまでもなく，米ソ両国の合意は，戦略兵器

運搬手段全体の上限を，それぞれ2，400基とした。この上限内で両国は，戦

略兵器運搬手段の選択方法は白出となっている G 表 1(p.37)で、表わされて

いるように，アメリカの1974年現在のICBMは1，054基， SLBMは656基，長

距離爆撃機は 437機で，総合計は 2，147である O これに対するソ連は，

ICBM は 1，575基， SLBMは720基，長距離爆撃機は 140機で，総合計は

2，435となっている口こうした現況において，米ソの戦略兵器運搬手段の

総合計は，アメリカにおいては増強できることになっているが，ソ連は逆

に削減しなければならなしらソ連はこの点において，兵器体系の効率改善

と弾頭威力(核兵器能力)において，米同より優位に立つことができると

考えられたところに台怠が与られたのであろう心また，米ソの合志が，

SALT 1では対象外であった MIRVミサイルの制限内を 1，320基までと

したことである 3

MIRVの展開では，アメリカは，ソ連より優位に転回されており， 1974 

年未までニ、ソトマンm型 ICBM(核弾頭 3個搭載)529基， ポセイド

ン SLBM(核弾頭10個~14f同搭載) 352某がすでに実戦配備されている D
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これに加え，新しくトライデント級(戦略攻撃用原子力潜水艦)に MIRV

ミサイル24基搭載が1979年中に展開されとしている。

これに対し，ソ連は， SS 16~SS 19まで 4種類の MIRV化可能な新型

ICBMは実用段階に入り， 1975年を前後として展開されんとしている 061}

こうした現況で、今回の戦略兵器制限の合意がなされた。ウラジオストッ

ク会談の合意について，ソ連のブレジネフ書記長は，会談後の25日モンゴ

ル訪門先で、「今回の会談では，米ソ関係改善の路線が確認され一段と発展

したりと述べる G また，フォード大統領は， 12月2日のテレピ中継で「米

ソ首脳会談では， 1985年までの SALTII 協定を来年調印するための突破

口を切り開いた。Jと述べて一一両同白脳はおおむね満足の;立を表明され

ふ‘ 62)
I~O 

米ソ両国は，今回の合意に満足の意が表明されたが，しかし，この合意

から一歩前進して新協定を完成させるには，多くの問題点を抱えている O

とくに， MIRVの面で質的な制限は具体性を欠ぐ。

たとえば，アメリカのミニットマンE型ミサイノレは， 200キロトンの核

弾頭を 3個装着できる。これに対し， ソ述の SS18ミサイノレは 5メガト

ン級の核弾頭を 5 伺~8 個装着できると云われる O ソ連の MIRV はアメ

リカの MIRV より 10倍~15倍の威力を持っている O この破壊力の差を考

慮に入れて，両国の MIRVの不安定のパランスをどう保とうとするのか，

MIRVの質的制限に具体性を欠ぐ展開中に，量的上限を引き上げたこと

は，長期的にみて制限協定を不安定化する要因を十分に含んでいるのであ

るョ

SALT の共同声明が， 1975年中に新協定の作業完成があるとする一一一

1985年12月31日までに功撃用戦略兵器を制限する新協定のためのガイドラ

インに合意しているが，しかし，前途の困難が示されたのであるつ

61)世界週報， 1974年12月1.日号， p. 16. 

こうした米ソの軍事的現況を見ると，今回の合意が，戦略兵器の制限を怠味する

のではなく，かえって軍拡を招くものと云えよう。

62)世界週報，向上書， p. 6. p. 19-20， 

63)世界週報，向上書， p. 21. 
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ウラジオストック会談の合意で示された SALTII の新しい交渉が，

1975年 1月31日ジュネーブで始まった。

この交渉の細目折衝は， MIRVの検証と戦略爆撃機の定義をめぐって論

議され，難航したが 5月7日には休会に入ってしまった。この事態は，

キッシンジャー，グロムイコ会談においても打開ならず，当初は 6月初め

に目標とさとたジュネーブ交渉は 2回に渉って繰り下げ変更されるしまっ

であった064)

r~û ~ド 7 月 2 日から交渉再開されたが，このころ SALT IIの新協定完成

が危ぶまれていた。その大きな問題点は， MIRV配備された戦略ミサイノレ

を現地査察なしに双方の MIRV化が許されるし320基量以内にあること

の検証であり，双方の総保有量 2，400基に含まれる戦略ミサイルと長距離

爆撃機の範囲をどう決めるかの問題であった。米国側の MIRV配備の有

無検証は，偵察衛j止などの探知手段により実戦配備が確実視されると，そ

れはすべて MIRV化されたとして計算する提案と伝えられた065)第二に，

戦略兵器制限の総保有量の範囲に，中距離爆撃機であるソ連の可変翼式起

苛速爆撃機パックファイア(--種類は飛行中の給油能力を有する)66) と米

国が新しく開発中の超近代兵器「巡航ミサイル」などが含まれるかどうか，

どう扱うかで一段と複雑さを加えたD アメリカの巡航ミサイノレ (Cruising

Missile)は，従来のミサイル潜水艦だけで‘なく，通常の攻撃型潜水艦や水

上艦艇，大型輸送機，地上車両などの発射台のいず、れからも発射でき，地

支から75メートル以下という超低空で、巡航する O このため，レーダーに捕

捉されにくく，スピードは音速以下だが撃墜はきわめて困難とされてい

64)朝日新聞， 50年 7月2日O

65)朝日新聞， 50年 7月2日。

66)パックファイアについて， 1977年度の米国防報告によると，現在すでに約50機の

パックファイァ B型が生産されていると云う，ノミッグファイアば空中給油なくとも

第 3国(キューパを指す)に着陸する片道飛行なら可能で，事実上アメリカ本士全

部を爆撃可能と述べている。すなわち，パックファイアが戦略爆撃機としての性格

を備えていることを強調されているのである。
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るG しかも目標に対して直撃できるほどの命中精度を備えている。この巡

航ミサイルが核を使わなくとも通常弾頭、で十二分に目的を達成できるとこ

ろから，将来の世界の核体系を根本的に変化させる超革命的兵器といえよ

う067) この分野で，米国がソ連を 5年ないし10年ほど引き離しているとい

われる点で，巡航ミサイノレを，期限10年間の SALTII協定に含むべてと

主張されている O これに対しアメリカは，まだ開発中の段階にある射程

5，000キロを砥える分についてはこれに応ずるが，開発ずみの射程2，000キ

ロ前後の中距離型はワク外であると主張された。この問題点を含んで同交

i渉歩は停滞を招いてしまつた口y6“8
9月の下旬に，アメリカはソ連に新しい提案がなされたcそれによると，

戦略兵器制限の総保有量のワク外に，アメリカが巡航ミサイル 2，000基，

ソ連がパックファイアー200機(あるいは400機と云われる)を保有できる

とするものであった口ソ連はこの新提案を拒否一一一これに対して，アメリ

カが開発中の巡航ミサイルの射程を 600キロに制限し，これ以上の性能を

超過するものは総保有量に加算するよう要求したとゅう 069〉すなわち，現

行協定からの新交渉が始まってから11月 2日まで， 132回目の交渉が経過

されていた。こうし7こSALTIIの行き詰まりは， 11月8日にフォード米

大統領によって明らかにされた口全米向けテレビで「今年中に米ソ首脳会

談が開かれる見込みは極めて少なくなった」と非観論が述べられた。ここ

に至って， SALT IIの新協定完成は完全に行き詰まりをみせ，核デタント

に対する米ソ両国のアプローチは，次第に差が聞きつつあった。 その後，

SALT IIに突破口を開くために， 1976年 1月20日から23日まで，キッシン

ジャー米国務長官がソ連に訪門されているョキッシンシャー，ブレジネフ

の会談一一ソ連の新提案は，戦略核運搬手段の総保有量制限をウラジオス

トック合意の 2，400基という上限を10%ほど削減しようとゅうものであっ

67)この巡航ミサイル兵器vこついての考えは，英国戦略研究所のリチヤード・バート

氏による。世界週報， 1979年11月25日号， p. 21，朝日新聞， 50年7月2日。

68)朝日新聞， 50年7)1 2 1::1。

69)世界週報， 1979年12月10日号， p. 4-5. 
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た。しかし，米国の巡航ミザイルとソ述のノミックソァイアーをめぐる対立

は依然、として残っている。70)一方， SALT 1協定第2条の「重Jr軽」ミサ

イル定義については合志したと伝えられる。71) この会談の結果，米国の

キッシンシャーは会談後， i年内に SALTの新協定が米ソ間で成立するか

もしれなLリと語り，ソ連のフラウダ、紙(1 月 24 日付)は ~SALT で進展

があった」と報じられた。72) 思惑の違いはあれ，双方とも会談が両国関係

の現状を一歩前進させたこと，ことさらに力説したのであったが，フォー

ド米大統領によって行き詰まりが表明されたο すなわち 3月12日のシカ

ゴの世界問題評議会の外交演説で， SALTが il、っ完成するか，いったい

完成できるかどうか，わからないJと言明した。73) これは米ソ核デタント

の現状を示すものであって，早急に纏る可能性は薄いと云えよう O

70)巡杭ミサイルについてアメリカ側は， B 1戦略爆撃機などから発射する空中発射

型を，①射程 2，600キロに以内に制限する，②巡航ミサイルを積載した航空機を

~IIRV の制限対象とする との妥協しでもよいとの態度を示している。問題は水上

及び水中から発射できる巡航ミサイルで，米国防省、はその射担を 600キロ以内の制

限せよというソ連の主張は，米ソの地理的条件からいって反発している。アメリカ

の主要都市や大工業地帯の多くは海岸ぞいにあるから，射程600キロでもとどくが，

ソ連の場合，主要都市と工業中心地が内陸奥深い場所にあるため，現在計画してい

る3，200キロの射程でも短すぎると云うのがその主な理由であるO 世界週報， 1976 

年 2月10日号， p. 14-15. 

71)世界週報，同上書， p. 18-19. 

72)世界週報，向上書， p. 17-18. 

73)朝日新聞， 51年3月5日，同年4月5日。




